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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　移植対象物を移植する移植穴を圃場に形成する穴開け具（３００）と、該穴開け具（３
００）により形成された移植穴に移植対象物を落下供給する落下供給具（４００）と、移
植対象物を収容する複数の供給収容体（３３）を周回させることにより落下供給具（４０
０）へ移植対象物を順次供給する供給部（３１）と、前記穴開け具（３００）を上下動さ
せる上下動機構（５００）を備える移植機において、
　前記穴開け具（３００）を上下方向の軸心で回動させる回動機構（６００）と、原動機
（１１）からの動力を前記上下動機構（５００）及び該回動機構（６００）に伝動する伝
動部（２７）を設け、
　前記上下動機構（５００）は、所定方向に揺動する揺動リンクと、前記揺動リンクを作
動させる揺動用部材（８４）を有し、前記駆動軸（８８）で該揺動用部材（８４）を回動
させる構成とし、
　前記回動機構（６００）は、伝動部（２７）に設けた左右方向の駆動軸（８８）と、該
駆動軸（８８）から左右方向の中間伝動軸（６３０）へ伝動する第１無端体（６５１ｃ）
と、中間伝動軸（６３０）から左右方向の伝動軸（６４０）へ伝動する第２無端体（６５
２ｃ）を備え、
　前記左右方向の伝動軸（６４０）の回動を上下方向の軸心の回動に変換する軸方向変換
部（６６０）と、駆動軸（８８）と中間伝動軸（６３０）とに回動自在に連結される第１
伝動支持リンク（６１０）と、中間伝動軸（６３０）と伝動軸（６４０）とに回動自在に
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連結される第２伝動支持リンク（６２０）とを備え、中間伝動軸（６３０）及び伝動軸（
６４０）を上下動機構（５００）の作動による穴開け具（３００）の上下動に追従して上
下動させる構成としたことを特徴とする移植機。
【請求項２】
　前記穴開け具（３００）の上下動する範囲に亘って、側面視で前記駆動軸（８８）と中
間伝動軸（６３０）を結ぶ第１仮想直線よりも前記伝動軸（６４０）が上側又は下側に位
置する構成とし、
　前記中間伝動軸（６３０）と伝動軸（６４０）を結ぶ第２仮想線分と前記第１仮想直線
のなす角度（θ、θ’）は、穴開け具（３００）が上下動の動作範囲の下死点又は下死点
付近に位置するときに最大となる構成としたことを特徴とする請求項１に記載の移植機。
【請求項３】
　前記第１伝動支持リンク（６１０）と第２伝動支持リンク（６２０）の間に、前記第１
伝動支持リンク（６１０）と第２伝動支持リンク（６２０）を角度（θ、θ’）が小さく
なる側に付勢する付勢装置（１１０２）を設けたことを特徴とする請求項２に記載の移植
機。
【請求項４】
　機体の走行距離に対する前記上下動機構（５００）の作動周期を変更して前記穴開け具
（３００）が形成する複数の移植穴の配列ピッチである植付株間を変更する株間変更装置
を設け、前記落下供給具（４００）を開閉させて移植対象物を落下供給する開閉駆動機構
（７００）を設け、
　該開閉駆動機構（７００）は、前記駆動軸（８８）と一体回動する開閉カム（７４０）
と、該開閉カム（７４０）に形成される円弧状の長孔（７４２）に差し込んで固定する位
相調節ピン（７２４）を備え、該位相調節ピン（７２４）を固定する位置を変更すること
により落下供給具（４００）の開閉タイミングを調節する開閉タイミング調節装置を備え
、
　前記株間変更装置を切り替えて植付株間を調節する株間調節レバー（１１０３）と前記
開閉タイミング調節装置を、機体の左右一方側に配置したことを特徴とする請求項１から
請求項３の何れか１項に記載の移植機
【請求項５】
　前記穴開け具（３００）の左右両側に圃場面に敷設されたマルチフィルムを押さえる前
後方向に長い左右のマルチフィルム押さえ体（１１０４）を設け、
　該左右のマルチフィルム押さえ体（１１０４）の前端部を上側に屈曲させた構成とした
ことを特徴とする請求項１から請求項４の何れか１項に記載の移植機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、移植穴形成用の穴開け具を備える移植機に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　移植対象物である苗を収容する複数の供給収容体となる供給カップを周回させることに
より、植付装置の植付具へ苗を順次供給する供給部と、植付具を上下動させる上下動機構
とを備え、上下動機構の後端部で且つ供給部の下方に植付具を配置し、植付具内に苗を収
容した状態で上下動機構の作動により植付具が土中に突入し、土中に突入した状態で植付
具の下部を開いて圃場に移植穴を形成しながら該移植穴内に苗を供給して植え付ける構成
とした移植機は、一般的に知られている（特許文献１参照）。
【０００３】
　また、移植対象物である苗を移植するための移植穴を駆動回転することにより圃場に形
成する穴開け具と、穴開け具により形成された移植穴に苗を落下供給する落下供給具と、
苗を収容する複数の供給収容体を周回させることにより落下供給具へ移植対象物を順次供
給する供給部と、穴開け具を上下動させる上下動機構とを備え、上下動機構と略同一の前
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後位置に穴開け具を配置し、穴開け具の後方に落下供給具を配置すると共に、供給部の下
方に落下供給具を配置した移植機が公知である（特許文献２参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００９－２８４８５８号公報
【特許文献２】中国実用新案公告２０１８６０５７１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上記背景技術の前者の移植機の構成によると、植付具の開き動作により植付と同時に移
植穴を形成するので、移植対象物がすっぽりと入る程度の小さい移植穴を形成し難いと共
に、植付具の上動と共に形成した移植穴の周縁が崩れ易く、移植対象物の植付姿勢や植付
深さの適正化に限界がある。
【０００６】
　そこで、上記背景技術の後者の移植機の如く、落下供給具による移植穴への苗の供給と
は別の単に移植穴を形成するだけの穴開け具を設け、更に穴開け具を駆動回転させて所望
の大きさで崩れ難い移植穴を形成する技術があるが、穴開け具で形成した移植穴に落下供
給具により的確に移植対象物を供給し難くなる。
【０００７】
　本発明は、移植穴形成用の穴開け具を備える移植機において、植付精度を向上させるこ
とを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は、上記課題を解決するべく次の技術的手段を講じた。
【０００９】
　すなわち、請求項１に係る発明は、移植対象物を移植する移植穴を圃場に形成する穴開
け具（３００）と、該穴開け具（３００）により形成された移植穴に移植対象物を落下供
給する落下供給具（４００）と、移植対象物を収容する複数の供給収容体（３３）を周回
させることにより落下供給具（４００）へ移植対象物を順次供給する供給部（３１）と、
前記穴開け具（３００）を上下動させる上下動機構（５００）を備える移植機において、
前記穴開け具（３００）を上下方向の軸心で回動させる回動機構（６００）と、原動機（
１１）からの動力を前記上下動機構（５００）及び該回動機構（６００）に伝動する伝動
部（２７）を設け、前記上下動機構（５００）は、所定方向に揺動する揺動リンクと、前
記揺動リンクを作動させる揺動用部材（８４）を有し、前記駆動軸（８８）で該揺動用部
材（８４）を回動させる構成とし、前記回動機構（６００）は、伝動部（２７）に設けた
左右方向の駆動軸（８８）と、該駆動軸（８８）から左右方向の中間伝動軸（６３０）へ
伝動する第１無端体（６５１ｃ）と、中間伝動軸（６３０）から左右方向の伝動軸（６４
０）へ伝動する第２無端体（６５２ｃ）を備え、前記左右方向の伝動軸（６４０）の回動
を上下方向の軸心の回動に変換する軸方向変換部（６６０）と、駆動軸（８８）と中間伝
動軸（６３０）とに回動自在に連結される第１伝動支持リンク（６１０）と、中間伝動軸
（６３０）と伝動軸（６４０）とに回動自在に連結される第２伝動支持リンク（６２０）
とを備え、中間伝動軸（６３０）及び伝動軸（６４０）を上下動機構（５００）の作動に
よる穴開け具（３００）の上下動に追従して上下動させる構成としたことを特徴とする移
植機とした。
【００１０】
　また、請求項２に係る発明は、前記穴開け具（３００）の上下動する範囲に亘って、側
面視で前記駆動軸（８８）と中間伝動軸（６３０）を結ぶ第１仮想直線よりも前記伝動軸
（６４０）が上側又は下側に位置する構成とし、前記中間伝動軸（６３０）と伝動軸（６
４０）を結ぶ第２仮想線分と前記第１仮想直線のなす角度（θ、θ’）は、穴開け具（３
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００）が上下動の動作範囲の下死点又は下死点付近に位置するときに最大となる構成とし
たことを特徴とする請求項１に記載の移植機とした。
【００１１】
　また、請求項３に係る発明は、前記第１伝動支持リンク（６１０）と第２伝動支持リン
ク（６２０）の間に、前記第１伝動支持リンク（６１０）と第２伝動支持リンク（６２０
）を角度（θ、θ’）が小さくなる側に付勢する付勢装置（１１０２）を設けたことを特
徴とする請求項２に記載の移植機とした。
【００１２】
　また、請求項４に係る発明は、機体の走行距離に対する前記上下動機構（５００）の作
動周期を変更して前記穴開け具（３００）が形成する複数の移植穴の配列ピッチである植
付株間を変更する株間変更装置を設け、前記落下供給具（４００）を開閉させて移植対象
物を落下供給する開閉駆動機構（７００）を設け、該開閉駆動機構（７００）は、前記駆
動軸（８８）と一体回動する開閉カム（７４０）と、該開閉カム（７４０）に形成される
円弧状の長孔（７４２）に差し込んで固定する位相調節ピン（７２４）を備え、該位相調
節ピン（７２４）を固定する位置を変更することにより落下供給具（４００）の開閉タイ
ミングを調節する開閉タイミング調節装置を備え、前記株間変更装置を切り替えて植付株
間を調節する株間調節レバー（１１０３）と前記開閉タイミング調節装置を、機体の左右
一方側に配置したことを特徴とする請求項１から請求項３の何れか１項に記載の移植機と
した。
【００１３】
　また、請求項５に係る発明は、前記穴開け具（３００）の左右両側に圃場面に敷設され
たマルチフィルムを押さえる前後方向に長い左右のマルチフィルム押さえ体（１１０４）
を設け、該左右のマルチフィルム押さえ体（１１０４）の前端部を上側に屈曲させた構成
としたことを特徴とする請求項１から請求項４の何れか１項に記載の移植機とした。
【００１４】
　また、第１の関連発明は、移植対象物を移植する移植穴を圃場に形成する穴開け具（３
００）と、該穴開け具（３００）により形成された移植穴に移植対象物を落下供給する落
下供給具（４００）と、移植対象物を収容する複数の供給収容体（３３）を周回させるこ
とにより落下供給具（４００）へ移植対象物を順次供給する供給部（３１）と、前記穴開
け具（３００）を上下動させる上下動機構（５００）を備える移植機において、上下動機
構（５００）の後端部に穴開け具（３００）を配置し、穴開け具（３００）の後方に落下
供給具（４００）を配置したことを特徴とする移植機とした。
【００１５】
　また、第２の関連発明は、移植対象物を供給部（３１）から落下供給具（４００）へ落
下させて案内する案内部材（９００）を、後下がり傾斜姿勢で設け、案内部材（９００）
の下方に穴開け具（３００）の少なくとも一部を配置したことを特徴とする第１の関連発
明に記載の移植機とした。
【００１６】
　また、第３の関連発明は、供給部（３１）の下方に、落下供給具（４００）を配置する
と共に穴開け具（３００）の少なくとも一部を配置したことを特徴とする第１または第２
の関連発明に記載の移植機とした。
【００１７】
　また、第４の関連発明は、案内部材（９００）の後下がり傾斜姿勢よりも鉛直に近い姿
勢で穴開け具（３００）及び落下供給具（４００）を設けたことを特徴とする第１から第
３の関連発明の何れか１つに記載の移植機とした。
【００１８】
　また、第５の関連発明は、落下供給具（４００）は、下部が左右方向に動作して開閉す
ることにより移植対象物を落下供給する構成としたことを特徴とする第１から第４の関連
発明の何れか１つに記載の移植機とした。
【００１９】
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　また、第６の関連発明は、機体を走行させながら上下動機構（５００）が作動すること
により穴開け具（３００）が形成する複数の移植穴の配列ピッチである植付株間よりも、
穴開け具（３００）と落下供給具（４００）との前後方向の間隔が短い構成となることを
特徴とする第１から第５の関連発明の何れか１つに記載の移植機とした。
　また、第７の関連発明は、圃場面に対する穴開け具（３００）の高さを調節して圃場に
形成される移植穴の深さを調節する穴深さ調節機構を設け、穴深さ調節機構に連動して落
下供給具（４００）を上下させる構成とした第１から第６の関連発明の何れか１つに記載
の移植機とした。
　また、第８の関連発明は、機体旋回時の操作に連動して落下供給具（４００）を上動さ
せる構成とした第１から第７の関連発明の何れか１項に記載の移植機とした。
【発明の効果】
【００２０】
　請求項１に係る発明によると、穴開け具（３００）により適正な大きさの移植穴を形成
することができ、圃場への移植対象物の植付姿勢や植付深さを適正に維持でき、植付精度
の向上が図れる。
　また、上下動する穴開け具（３００）に対応して、回動機構（６００）の伝動効率を向
上させながら回動機構（６００）を簡単に構成できる。
　請求項２に係る発明によると、請求項１に係る発明の効果に加えて、第１伝動支持リン
ク（６１０）及び第２伝動支持リンク（６２０）の回動による穴開け具（３００）の回転
速度の変化を抑えながら、穴開け具（３００）が下死点又は下死点付近に位置するとき、
穴開け具（３００）を高い回転速度で回転させることができ、良好な穴開け作用が得られ
る。
　請求項３に係る発明によると、請求項２に係る発明の効果に加えて、付勢装置（１１０
２）により、第１伝動支持リンク（６１０）及び第２伝動支持リンク（６２０）の回動の
がたつきを抑えることができるので、穴開け具（３００）を円滑に回動させることができ
、良好な穴開け作用が得られる。
　また、上下動機構（５００）のがたつきを抑えることができるので、穴開け具（３００
）を円滑に上下動させることができ、良好な穴開け作用が得られる。
　また、下死点又は前記下死点付近から穴開け具（３００）の上動を付勢することができ
、穴開け具（３００）を円滑に上下動させることができる。
　請求項４に係る発明によると、請求項１から請求項３の何れか１項に係る発明の効果に
加えて、開閉タイミング調節装置により、穴開け具（３００）で形成した移植穴に落下供
給具（４００）から的確に移植対象物を供給させることができるので、植付精度の向上が
図れる。
　また、株間調節レバー（１１０３）と開閉タイミング調節装置を共に機体の左右一方側
から操作することができるので、植付株間の調節及び落下供給具（４００）の開閉タイミ
ングの調節を機体の左右一方側から容易に行うことができ、作業能率が向上する。
　請求項５に係る発明によると、請求項１から請求項４の何れか１項に係る発明の効果に
加えて、マルチフィルムが敷設された圃場において、穴開け具（３００）の左右両側のマ
ルチフィルムをマルチフィルム押さえ体（１１０４）で押さえることにより、穴開け具（
３００）が上動するときにマルチフィルムが連れ上がることを防止できるので、穴開け具
（３００）で的確にマルチフィルムに孔を開けることができ、植付精度の向上が図られる
。
　また、左右のマルチフィルム押さえ体（１１０４）の前端部を上側に屈曲させたことに
より、機体の前進で左右のマルチフィルム押さえ体（１１０４）の前端部にマルチフィル
ムが引っ掛かることを防止できる。
　また、第１の関連発明によると、穴開け具（３００）により適正な大きさの移植穴を形
成することができ、圃場への移植対象物の植付姿勢や植付深さを適正に維持でき、植付精
度の向上が図れる。上下動機構（５００）の後端部に穴開け具（３００）を配置し、穴開
け具（３００）の後方に落下供給具（４００）を配置したので、上下動機構（５００）が
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邪魔にならずに、穴開け具（３００）と落下供給具（４００）との前後位置を極力近づけ
て配置でき、穴開け具（３００）で形成した移植穴に落下供給具（４００）により的確に
移植対象物を供給でき、植付精度の向上が図れる。
　また、第２の関連発明によると、第１の関連発明の効果に加えて、後下がり傾斜姿勢の
案内部材（９００）により移植対象物を落下案内しながら落下供給具（４００）へ供給す
るので、供給部（３１）からの落下供給時の移植対象物への衝撃を抑えながら移植対象物
を所望の姿勢で供給でき、圃場への移植対象物の植付姿勢を適正に維持でき、植付精度の
向上が図れる。
　また、案内部材（９００）の下方に穴開け具（３００）の少なくとも一部が配置される
程度に穴開け具（３００）と落下供給具（４００）とを近づけて配置でき、穴開け具（３
００）で形成した移植穴に落下供給具（４００）により的確に移植対象物を供給でき、植
付精度の向上が図れる。
　また、第３の関連発明によると、第１または第２の関連発明の効果に加えて、供給部（
３１）の下方の空間を利用して落下供給具（４００）及び穴開け具（３００）を配置する
ことにより、機体のコンパクト化を図ることができ、機体の重量バランスを良好に維持で
き、植付精度の向上が図れる。
　また、第４の関連発明によると、第１から第３の関連発明の何れか１つの効果に加えて
、穴開け具（３００）及び落下供給具（４００）を鉛直に近い姿勢で設けることにより、
穴開け具（３００）と落下供給具（４００）を近づけて配置でき、穴開け具（３００）で
形成した移植穴に落下供給具（４００）により的確に移植対象物を供給でき、植付精度の
向上が図れる。
　また、第５の関連発明によると、第１から第４の関連発明の何れか１つの効果に加えて
、落下供給具（４００）の下部が左右方向に動作して開閉するので、穴開け具（３００）
と落下供給具（４００）とを近づけて配置でき、穴開け具（３００）で形成した移植穴に
落下供給具（４００）により的確に移植対象物を供給でき、植付精度の向上が図れる。
　また、圃場に植え付けた移植対象物を機体の前進で落下供給具（４００）内から円滑に
排出でき、落下供給具（４００）の下部が閉じることにより圃場に植え付けた移植対象物
を挟んで植付姿勢や植付深さを不適正にすることを防止できる。
　また、第６の関連発明によると、第１から第５の関連発明の何れか１つの効果に加えて
、植付株間よりも穴開け具（３００）と落下供給具（４００）の前後方向の間隔が短くな
る程度に穴開け具（３００）と落下供給具（４００）とを近づけて配置でき、穴開け具（
３００）で形成した移植穴に落下供給具（４００）により的確に移植対象物を供給でき、
植付精度の向上が図れる。
　また、第７の関連発明によると、第１から第６の関連発明の何れか１つの効果に加えて
、穴深さ調節機構により、移植穴の深さを調節して植付深さを調節することができる。
　また、植付深さの調節に対応して落下供給具（４００）を圃場面に近い位置に上下させ
ることができ、落下供給具（４００）から移植穴に的確に移植対象物を供給でき、植付精
度の向上が図れる。
　また、第８の関連発明によると、第１から第７の関連発明の何れか１つの効果に加えて
、機体旋回時に落下供給具（４００）を邪魔にならないように上動させることができ、機
体の旋回を容易に行える。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】本発明の実施の形態１のたばこ苗移植機の左側面図
【図２】本発明の実施の形態１のたばこ苗移植機の平面図
【図３】（ａ）、（ｂ）：本発明の実施の形態１のたばこ苗供給部を下から見た底面図
【図４】本発明の実施の形態１のたばこ苗移植機の、供給部の取り付け構造を説明する側
断面図
【図５】本実施の形態のたばこ苗移植機の主要部の構成を示す概略左側面図
【図６】本実施の形態のたばこ苗移植機の回動機構の概略平面図
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【図７】本実施の形態のたばこ苗移植機の回動機構の概略左側面図
【図８】図６のＢ部拡大模式図
【図９】（ａ）：本実施の形態のたばこ苗移植機の開閉アーム駆動機構の右側面図、（ｂ
）：開閉アーム駆動機構の平面視の概略断面
【図１０】本実施の形態のたばこ苗移植機の、開閉アーム駆動機構の開閉アームを除く、
要部の分解斜視図
【図１１】（ａ）：本実施の形態のたばこ苗移植機の穴開け具の左側面概略断面図、（ｂ
）：本実施の形態のたばこ苗移植機の穴開け具の背面概略断面図
【図１２】本実施の形態のたばこ苗移植機の穴開け具の構成を説明する概略斜視図
【図１３】本実施の形態のたばこ苗移植機の昇降機構の左側面図
【図１４】本実施の形態のたばこ苗移植機の昇降機構の、左前方から見た斜視図
【図１５】本実施の形態のたばこ苗移植機の昇降機構の、右後方から見た斜視図
【図１６】（ａ）～（ｄ）：本実施の形態のたばこ苗移植機の植付動作中の孔開け作業の
際の、昇降機構に連結されて移動する穴開け具の各位置における側面図
【図１７】図６で説明した構成とは別の第２段目駆動スプロケット及び第２段目従動スプ
ロケットの構成を説明する概略図
【図１８】本実施の形態のたばこ苗移植機の支柱の機体側への取り付け構造を説明する為
の概略左側面図
【図１９】（ａ）：本実施の形態のたばこ苗移植機のドリル本体とは別の構成例である、
第２のドリル本体を構成する各部の概略斜視図、（ｂ）：第２のドリル本体の構成を示す
概略断面図
【図２０】本実施の形態のたばこ苗移植機の第２の回動機構の構成を模式的に表した概略
左側面図
【図２１】マルチフィルム押さえ体を示す側面図
【図２２】マルチフィルム押さえ体を示す平面図
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　以下、図面に基づき、本発明に係る移植機の実施の形態について説明する。
【００２３】
　以下、図１～図５を用いて、タバコ苗移植機の基本的な構成について説明する。図１は
、一般的な実施の形態の移植機の一例としてタバコ苗を移植するタバコ苗移植機１０を示
す側面図であり、図２は、タバコ苗移植機１０の平面図である。なお、本願の図面では、
特に記載のない限り、紙面に向かって左側がタバコ苗移植機１０の前方であり、前方を向
いて前後左右と表現する。
【００２４】
　図１に示す通り、このタバコ苗移植機１０は、前部に原動機となるエンジン１１および
主伝動ケース１２と、走行車輪（走行部）としての左右一対の前輪１３および後輪１４と
、後部に植付装置１９、苗等の移植対象物の供給部となる供給部３１、鎮圧輪１５および
操縦ハンドル（ハンドル）１６とを備えて構成されている。なお、後輪１４は、走行推進
体である。
【００２５】
　また、植付装置１９は、走行車体（走行機体）に昇降動作可能に支持されて、畝Ｕにタ
バコ苗を移植するための移植穴を形成する穴開け具３００と、供給部３１から受けたタバ
コ苗を穴開け具３００により形成された移植穴に落下させて供給するホッパー４００とか
ら構成されている（図１、５参照）。尚、穴開け具３００の直後にホッパー４００が配置
され、供給部３１の下方に穴開け具（３００）の後部が位置している。
【００２６】
　また、タバコ苗移植機１０は、穴開け具３００を上下動可能に支持する昇降機構５００
と、穴開け具３００を上下方向の軸心で回動させる回動機構６００と、供給部３１から供
給されるタバコ苗をホッパー４００の内部に落下させて案内するシューター９００と、を
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備えている（図１、５参照）。これらについては、更に後述する。尚、シューター９００
の上部の下方に穴開け具（３００）の後部が位置している。
【００２７】
　尚、本実施の形態のホッパー４００は、本発明の落下供給具の一例にあたり、本実施の
形態の昇降機構５００は、本発明の上下動機構の一例にあたり、本実施の形態のシュータ
ー９００は、本発明の案内部材の一例にあたる。
【００２８】
　即ち、このタバコ苗移植機１０は、走行機体が圃場内の畝Ｕを跨ぐべく、前輪１３およ
び後輪１４が畝間を走行し、畝Ｕの上面の左右幅方向における中央位置に穴開け具３００
を回動させることにより形成された移植穴に、ホッパー４００からタバコ苗を落下させる
ことにより苗株を植え付けていく構成となっている。
【００２９】
　また、図２に示す通り、主伝動ケース１２の左右端には該主伝動ケース１２に対して回
動可能な走行エクステンションケース４０を左右それぞれ設け、左右の走行エクステンシ
ョンケース４０のそれぞれの端部に走行伝動ケース２０を取り付けている。したがって、
エンジン１１から入力される主伝動ケース１２内の動力を走行伝動ケース２０内に伝動す
る構成となっている。
【００３０】
　走行伝動ケース２０の回動先端部の左右外側には、走行車輪である左右一対の後輪１４
をそれぞれ取り付け、この左右一対の後輪１４の駆動により機体が走行する構成となって
いる。したがって、主伝動ケース１２は、走行車輪としての後輪１４に伝動する伝動装置
となっている。
【００３１】
　一方、エンジン載置台１９０の下部には左右方向に延びる前輪支持フレーム４１を前後
方向のローリング軸１８（図１参照）回りに回動可能に設け、この前輪支持フレーム４１
の左右両端部に前輪１３を取り付けた構成としている。
【００３２】
　また、図２に示す通り、主伝動ケース１２の後端には左右方向に延びる後フレーム２１
を固着して設け、後フレーム２１の後端面の右端部には、機体の右寄りの位置で前後方向
に延びる主フレーム２２を設けている。主フレーム２２の後端部には操縦ハンドル１６を
設け、この操縦ハンドル１６が主フレーム２２および後フレーム２１を介して主伝動ケー
ス１２に支持された構成となっている。後フレーム２１の左右一方寄り（右寄り）の位置
の上面には、植付伝動ケース２６の前下端部を載せて該植付伝動ケース２６を固着して設
けている。
【００３３】
　また、主伝動ケース１２の後部で左右方向の中央には、昇降装置となる油圧昇降シリン
ダ２３を設けている。この油圧昇降シリンダ２３は、主伝動ケース１２に取り付けられた
昇降切替部となる油圧切替バルブ部２４（図１参照）に固着して設けられ、主伝動ケース
１２に取り付けられた油圧ポンプからの油路を油圧切替バルブ部２４で切り替えることに
より作動する。
【００３４】
　また、油圧昇降シリンダ２３のシリンダロッドの後端には左右に延びる横杆４３を設け
、この横杆４３の左右端部にそれぞれロッドとなる左側後輪昇降ロッド４４および右側後
輪昇降ロッド４５を連結し、左側後輪昇降ロッド４４および右側後輪昇降ロッド４５の他
端をそれぞれの走行エクステンションケース４０に取り付けられた上側アーム４０ａに枢
着して、横杆４３と走行エクステンションケース４０とが連結された構成となっている。
【００３５】
　したがって、油圧昇降シリンダ２３の伸縮により横杆４３、左側後輪昇降ロッド４４お
よび右側後輪昇降ロッド４５を介して主伝動ケース１２の左右の出力軸回りに走行伝動ケ
ース２０を回動し、該走行伝動ケース２０の回動により後輪１４が上下して走行機体が昇
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降する構成となっている。なお、油圧昇降シリンダ２３のシリンダロッド、横杆４３、左
側後輪昇降ロッド４４および右側後輪昇降ロッド４５は、シリンダロッドの進出位置によ
っては、機体側面視で後述する昇降機構５００の下方に位置する構成となっており、スペ
ースを有効利用して機体のコンパクト化を図っている。
【００３６】
　また、機体中央部の下方位置で植付装置１９の植付具２８が苗株を畝Ｕに植え付ける位
置の直前の位置には、周知の畝Ｕ上面に接当して畝Ｕ上面の高さを検出する接地体となる
左側接地位置検出体３６および右側接地位置検出体３７が設けられており、左側接地位置
検出体３６および右側接地位置検出体３７の畝Ｕ検出により油圧切替バルブ部２４に備え
られた昇降制御用切替バルブを介して油圧昇降シリンダ２３を作動させて左右後輪１４を
昇降制御して、走行機体を畝Ｕに対する所定の高さに制御して植付具２８が苗株を畝Ｕに
植え付ける深さが一定になる構成としている。
【００３７】
　また、左側後輪昇降ロッド４４が伸縮するべく該左側後輪昇降ロッド４４の中途部に油
圧ポンプからの油圧により作動する左右傾斜用油圧シリンダ２５を設けており、該左右傾
斜用油圧シリンダ２５の伸縮により右側の後輪１４の上下位置に対して左側の後輪１４を
上下させて、畝Ｕの谷部の凹凸に関係なく走行機体を所望の左右傾斜姿勢に制御する構成
となっている。
【００３８】
　なお、主伝動ケース１２の右側には振り子式の左右傾斜センサー４２が設けられて、こ
の左右傾斜センサー４２の検出により油圧切替バルブ部２４に備えられた左右傾斜用切替
バルブを介して左右傾斜用油圧シリンダ２５を作動させ、走行機体を所望の左右傾斜姿勢
に制御する構成となっている。
【００３９】
　穴開け具３００は、昇降機構５００の後端部に取り付けられ、苗株を１個ずつ圃場の畝
に植え付ける移植穴を形成する装置である。穴開け具３００には、主伝動ケース１２内か
らの動力が、主伝動ケース１２の後側に設けた植付伝動ケース２６と、その植付伝動ケー
ス２６に取り付けられた植付装置駆動ケース２７等を介して伝達され、昇降機構５００に
より昇降動作すると共に、回動機構６００により回動動作する構成となっている。
【００４０】
　また、昇降機構５００は、穴開け具３００の先端が、穴開け具３００の昇降動作によっ
て、前側で下降し後側で上昇するとともに、前後方向の幅が上部よりも下部の方が大きい
形状の軌跡（静軌跡：機体の走行が停止していると仮定したときの作動軌跡）１７を描い
て図中の矢印方向に繰り返し作動する構成となっている。
（供給部）
　図３（ａ）は、供給部３１を下から見た底面図であり、図３（ｂ）は、供給部３１を上
から見た一部透視上面図である。
【００４１】
　図４は、供給部３１の取り付け構造を説明する側断面図であり、供給回転台３２の回転
中心を通る断面を示している。
【００４２】
　図２に示す通り、供給部３１は、回転台駆動ケース３８からの動力が回転力伝達部材７
７によって伝達され、作動する。
【００４３】
　供給部３１は、ホッパー４００とシューター９００の上方に設けられた、上端と下端に
開口を有する供給収容体となる供給カップ３３を８つ貫通させてループ状に固定配置した
回転可能な供給回転台３２と、略Ｃ字型の供給カップ開閉ガイド３５と、供給回転台３２
を反時計回りに回転させる回転駆動機構７８（図３、４参照）等を備えている。
【００４４】
　供給回転台３２は、図４に示す通り、外周縁部が下方に曲げられた盆状部材であって、
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その円形平面部の外周寄りに等間隔に開けられた８つの孔に、両端が開放された略筒状の
供給カップ３３がそれぞれ貫通固定されている。また、供給回転台３２の中央部には、回
転駆動機構７８からの回転力により供給回転台３２を反時計回りに回転させる回転軸が固
定配置されている。
【００４５】
　回転駆動機構７８は、機体に固定された支柱３９に固定されるとともに、補助プレート
７９に固定されている。補助プレート７９は、主フレーム２２に固定された補助プレート
支持板１３２を介して主フレーム２２に固定されている。
【００４６】
　そして、図３（ａ）に示す通り、各供給カップ３３の底部には、上下方向に可動する開
閉蓋３４が、それぞれ１つずつ設けられている。
【００４７】
　また、図３（ａ）に示す通り、各供給カップ３３の下方には、供給回転台３２の矢印Ａ
方向への回転（周回）により供給カップ３３が、シューター９００の上方の位置である所
定位置Ｐ（図１参照）に来たときにのみ供給カップ３３の底部の開閉蓋３４が開くべく、
環状の一部を切り欠いた略Ｃ字型の供給カップ開閉ガイド３５が、支柱３９に固定されて
いる。なお、供給カップ開閉ガイド３５は、上記所定位置Ｐ以外の位置で、開閉蓋３４を
下側から接触して支えて開閉蓋３４が開くのを規制する。
【００４８】
　本実施の形態のタバコ苗移植機１０は、その機体の走行と共に歩行する作業者が、予備
苗載置台３０にある苗株を１つずつ手で掴んで、機体の走行にあわせて矢印Ａ方向に回転
している供給カップ３３に、それぞれ入れていく。
【００４９】
　供給カップ３３の開閉蓋３４が、上記所定位置Ｐで開くと、供給カップ３３内の苗株が
下方のシューター９００に落下してホッパー４００に供給される。ホッパー４００は、所
定のタイミングで鳥の嘴の如く左右に開いて、内部に保持されていた苗株を、穴開け具３
００により形成された移植穴に落下して植え付ける。
【００５０】
　次に、主として図５を参照しながら、植付装置１９、シューター９００、昇降機構５０
０、及び回動機構６００を中心にその基本構成について説明する。
【００５１】
　図５は、本実施の形態のたばこ苗移植機１０の主要部の構成を示す概略左側面図である
。
【００５２】
　図５に示す通り、穴開け具３００は、先端部３１０ａが円錐状であり、胴部３１０ｂが
円筒状のドリル本体３１０と、胴部３１０ｂの上部にはめ込まれて、取り付け高さが調節
可能な鍔状の押圧部材３２０と、ドリル本体３１０を保持しつつ回動させるドリル保持部
３３０とを備えている。
【００５３】
　これにより、穴開け具３００の円錐状の先端部３１０ａを畝Ｕの土中に突入させること
が出来ると共に、先端部３１０ａの側面よりも立ち上がり方が急な側面を有する円筒状の
胴部３１０ｂの駆動回転により移植穴の内壁面を固めることが出来る。
【００５４】
　また、穴開け具３００が土中に突入することで、先端部３１０ａと胴部３１０ｂが移植
穴を形成すると共に、押圧部材３２０の傾斜面が、移植穴の肩口を押圧するので、移植穴
の開口縁部の崩れを防止出来る。
【００５５】
　また、押圧部材３２０はドリル本体３１０に対して取り付け高さが調節可能に構成され
ているので、移植穴の深さを変更出来、植付深さを変更出来る。尚、押圧部材３２０はド
リル本体３１０に対して上下スライド自在に設け、押圧部材３２０を下方へ押し付ける押



(11) JP 6044583 B2 2016.12.14

10

20

30

40

50

圧用圧縮スプリングを設け、押圧部材３２０により圃場の移植穴の周囲を確実に押圧する
構成としてもよい。この構成によれば、押圧部材３２０がドリル本体３１０に対して上下
するので、ドリル本体３１０の外周に付着する土を落とすことができる。また、マルチフ
ィルムが敷設された圃場では、ドリル本体３１０の上動によりマルチフィルムが連れ上が
るのを防止することができる。
【００５６】
　尚、穴開け具３００については、図１１、図１２を用いて更に後述する。
【００５７】
　次に、ホッパー４００は、左右に長穴４１０ａが形成されたホッパーステイ４１０と、
ホッパーステイ４１０の下端部に左右方向に開閉可能に連結されたホッパー本体４２０と
で構成されており、ホッパーステイ４１０には、ホッパー本体４２０を所定のタイミング
で開閉させるための開閉ロッド４３０が固定されている。開閉ロッド４３０の一端部４３
０ａ側は、ホッパー本体４２０の開閉機構（図示省略）に連結され、他端部４３０ｂは、
後述する開閉アーム７１０（図８（ａ）参照）に連結されており、穴開け具３００を上下
動させるタイミングを基準として、ホッパー４００の下部の開閉のタイミングが、調節可
能に構成されている。
【００５８】
　これにより、植付株間の変更にも対応出来る。
【００５９】
　次に、シューター９００は、後下がりに傾斜する断面がコの字状の滑り台であり、右側
の壁面９００Ｒが、側面視で、主フレーム２２に固定された補助プレート７９と重なる部
位において溶接などにより固着されている。更に、シューター９００の左側の壁面９００
Ｌは、側面視で、断面Ｌ字状の短辺部が支柱３９側に溶接固定されると共に、下方に伸び
た長辺部のシューター固定プレート７０１と重なる部位において溶接などにより固着され
ている。また、シューター９００の左右の壁面９００Ｌ、９００Ｒのそれぞれの下部には
、ホッパーステイ４１０に形成された長穴４１０ａに対応する位置に上下に２つのホッパ
ーステイ固定ピン７０２が溶接などにより固着されている。尚、ホッパー４００及びシュ
ーター９００は、供給部３１の下方に配置されている。また、穴開け具３００及びホッパ
ー４００は、鉛直方向又は略鉛直方向に向けて設けられ、シューター９００の後下がり傾
斜姿勢よりも鉛直に近い姿勢となっている。
【００６０】
　尚、上記構成により、シューター固定プレート７０１は、シューター９００と補助プレ
ート７９を介して主フレーム２２に連結されているので、シューター９００が、供給回転
台３２の下方において回転駆動機構７８を支持する支柱３９を補強する役割も兼ねている
。
【００６１】
　ホッパーステイ４１０に形成された長穴４１０ａに、このホッパーステイ固定ピン７０
２を挿入し、所定の位置でナット等の締結部材により固定することで、ホッパー本体４２
０の取り付け高さを、所望の植付深さに応じて、適宜調整が可能である。即ち、ホッパー
本体４２０の下部先端を畝Ｕの表面ギリギリまで近づけた方が穴に苗が入り易い。
【００６２】
　尚、機体に対する左側接地位置検出体３６および右側接地位置検出体３７の高さを変更
する穴深さ調節レバー１１００を設けており、穴深さ調節レバー１１００の操作により穴
深さ調節機構を介して左側接地位置検出体３６および右側接地位置検出体３７の回動支点
を上下させる構成となっている。これにより、穴開け具３００が形成する移植穴の深さを
調節することができる。尚、ホッパーステイ４１０の上下位置を締結部材により固定する
構成に代えて、穴深さ調節レバー１１００又は穴深さ調節機構からケーブル等の連繋機構
を介してホッパーステイ４１０に連結し、穴深さ調節レバー１１００の操作に連動してホ
ッパー本体４２０を上下させる構成とすることができる。これにより、穴深さ調節レバー
１１００の操作に拘らず、ホッパー本体４２０の下部先端を畝Ｕの表面ギリギリまで近づ
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けることができる。また、供給部３１、回動機構６００、昇降機構５００及びホッパー本
体４２０の開閉の駆動を入切する植付クラッチを操作する植付クラッチレバー等の植付操
作具や、機体を昇降させる昇降レバー等の昇降操作具を設けることができる。そして、植
付操作具又は昇降操作具からケーブル等の連繋機構を介してホッパーステイ４１０に連結
し、植付操作具による駆動切操作又は昇降操作具による機体上昇操作等の機体旋回時の操
作に連動してホッパー本体４２０を上動させる構成とすることができる。尚、前記ホッパ
ー本体４２０を上動は、前述のような長穴４１０ａによるホッパー本体４２０の姿勢を変
えずに上昇させるものの他、ホッパー本体４２０を前後方向へ回動させながら上動する構
成としてもよい。
【００６３】
　また、シューター９００の底面９００Ｓからホッパー本体４２０の内部に向けて垂れ下
がるＰＶＣ（ポリ塩化ビニル）製のシート（図示省略）を配置することにより、シュータ
ー９００からホッパー本体４２０内部に滑落する苗が、途中で引っ掛かることなく、スム
ーズに落下する。
【００６４】
　尚、ＰＶＣ製のシート（図示省略）は、上記の配置に限らず例えば、シューター９００
の底面９００Ｓから所定距離上方に位置する開口部側を覆い、ホッパー本体４２０の内部
まで垂れ下がるべく取り付けても良い。これにより、泥よけ、雨よけ、風よけとなり、ホ
ッパーステイ４１０やホッパー本体４２０内部の後面側での苗の引っ掛かりを防止する。
また、泥が詰まった場合でも取り外して掃除が出来る構成である方が望ましい。
【００６５】
　また、シューター９００の底面９００Ｓから所定距離上方に位置する開口部側を覆うＰ
ＶＣ製のシート（図示省略）の取り付け高さを変更可能にすることにより、底面９００Ｓ
からＰＶＣ製のシートまでの距離を狭くしたり、広くしたりして、苗の通り口の断面積を
調整出来る構成としても良い。例えば、上記距離を狭くした方が、苗が横倒し姿勢になり
難くい。また、苗の種類によっては、狭くすることで、シューター９００の途中で詰まる
ことがあるので、上記の通り、ＰＶＣ製のシートの取り付け高さを変更出来る構成が好ま
しい。
【００６６】
　また、底面９００ＳからＰＶＣ製のシートまでの距離を自在に調節出来る機構として、
例えば、ＰＶＣ製のシートを外側から押しつける回動可能な板状部材をシューターに取り
付けて、板状部材を回動させることにより、ＰＶＣ製のシートを押しつける程度を可変す
る構成としても良い。
【００６７】
　尚、ＰＶＣ製のシート（図示省略）は、上記の配置に限らず例えば、ホッパー本体４２
０の前側の内壁面から左右両側の内壁面に向けて略コの字状に折り曲げられたＰＶＣ製の
シート（図示省略）をホッパー内部に設けることで、苗の貼り付きや、泥たまりを防止し
、且つ、苗の保持位置をガイドすることが出来る。即ち、苗のすわりをよくすることで、
ホッパー本体４２０が開き、苗が落下する際の落下位置精度が向上する。
【００６８】
　更にまた、シューター９００の左側の壁面９００Ｌの内壁側であって、開閉蓋３４が当
たる場所にゴムシート（図示省略）等を固定する構成であっても良い。これにより、開閉
蓋３４がシューター９００の左側の壁面９００Ｌの内壁側に当たる音を低減出来る。
【００６９】
　また、シューター９００の側方の壁面９００Ｌ、９００Ｒに左右方向に可動する調節プ
レート１１０１を設け、該調節プレート１１０１を適宜調節して小さい苗でもシューター
９００内で左右方向に偏位したり傾いたりしないようにして、苗をシューター９００内の
左右中央で且つ適正な姿勢で案内する構成としてもよい。
【００７０】
　次に、昇降機構５００は、植付装置駆動ケース２７の左側に突き出した第１出力軸であ
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る回動カム駆動軸８８（図５、図１３～図１４参照）からの駆動力と、植付装置駆動ケー
ス２７の右側に突き出した第２出力軸であるクランクアーム駆動軸８９（図５、１５参照
）からの駆動力とを利用して、穴開け具３００を上下及び前後に揺動させる昇降動作によ
って、側面視でループ状の作動軌跡（静軌跡）１７（図１参照）を描かせる構成である。
これについては更に後述する。
【００７１】
　次に、図５～図７を参照しながら回動機構６００について説明する。
【００７２】
　図６は回動機構６００の概略平面図であり、図７は、回動機構６００の概略左側面図で
ある。
【００７３】
　図５～図７に示す通り、回動機構６００は、一端部６１０ａが回動カム駆動軸８８を中
心として回動自在に配置され、他端部６１０ｂがカウンタ軸６３０を回動自在に支持する
長板状の第１伝動支持リンク６１０と、一端部６２０ａがカウンタ軸６３０を中心として
回動自在に配置され、他端部６２０ｂが伝動軸６４０を回動自在に支持する長板状の第２
伝動支持リンク６２０と、を有し、第１伝動支持リンク６１０と第２伝動支持リンク６２
０は、カウンタ軸６３０を介して回動自在に連結されている。また、伝動軸６４０は、ベ
ベルギア装置６６０を介してドリル保持部３３０に回動自在に連結されている。ここで、
本実施の形態のベベルギア装置６６０は、本発明の軸方向変換部の一例にあたる。
【００７４】
　また、回動カム駆動軸８８には、図６に示す通り、平面視で走行車体の左右方向を基準
として、第１伝動支持リンク６１０より右側に、１段目駆動スプロケット６５１ａが固定
され、カウンタ軸６３０には、走行車体の左右方向を基準として、第１伝動支持リンク６
１０より右側に、１段目従動スプロケット６５１ｂが固定されている。
【００７５】
　また、カウンタ軸６３０には、図６に示す通り、平面視で走行車体の左右方向を基準と
して、第２伝動支持リンク６２０より左側であって１段目従動スプロケット６５１ｂより
右側に、２段目駆動スプロケット６５２ａが固定されている。また、伝動軸６４０におい
ても同様に、平面視で走行車体の左右方向を基準として、第２伝動支持リンク６２０より
左側であって段目従動スプロケット６５１ｂより右側に、２段目従動スプロケット６５２
ｂが固定されている。
【００７６】
　そして、回動カム駆動軸８８からカウンタ軸６３０へエンジン１１からの駆動力を伝動
する第１チェーン６５１ｃと、カウンタ軸６３０から伝動軸６４０へ駆動力を伝動する第
２チェーン６５２ｃと、が架けられている。
【００７７】
　即ち、平面視で左右方向を基準として、第１伝動支持リンク６１０と第２伝動支持リン
ク６２０の間に、第１チェーン６５１ｃと第２チェーン６５２ｃを配置している。
【００７８】
　これにより、第１伝動支持リンク６１０と第２伝動支持リンク６２０が、第１チェーン
６５１ｃと第２チェーン６５２ｃに対する安全ガードとしての役割を果たし、回転するチ
ェーンに手などが入り難くい構造となる。
【００７９】
　また、第１伝動支持リンク６１０と第２伝動支持リンク６２０は、平面視で、これらを
チェーンの左右方向（横方向）に配置したことにより、上記各スプロケットの軸間を保持
し、ドリル本体３１０の穴開け動作に伴う、上下前後方向への移動に追従することが出来
る。
【００８０】
　また、本実施の形態では、穴開け具３００を上下方向の軸心で回動させる為に、左右方
向を軸心とする伝動軸６４０と直交する方向に回動方向を変換するベベルギア装置６６０
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が、穴開け具３００のドリル保持部３３０の上部中央に固定されており、伝動軸６４０は
、ベベルギア装置６６０の入力軸を兼ねている。
【００８１】
　尚、ベベルギア装置６６０については、更に後述する。
【００８２】
　上記構成により、第２伝動支持リンク６２０の他端部６２０ｂが、伝動軸６４０、即ち
、ベベルギア装置６６０を介して穴開け具３００のドリル保持部３３０に上下動自在に連
結されているので、伝動軸６４０は、穴開け具３００の上下動の作動軌跡１７に追従して
上下動すると共に、ベベルギア装置６６０を介して、上下方向の軸心でドリル本体３１０
と押圧部材３２０を回動させることが出来る。
【００８３】
　また、上述した通り、２段のチェーンによりドリル本体３１０を回動させる構成とした
ことで、簡単な構造で回動機構６００を実現出来、コストの低減が図れる。
【００８４】
　更に、上述した通り、昇降機構５００の駆動軸の一つである回動カム駆動軸８８に、回
動機構６００にエンジン１１からの駆動力を伝動する為の駆動軸としての機能を兼ねさせ
たことで、穴開け具３００の上下動と回動機構６００の回転駆動とへの伝動機構が簡単に
なる。また、穴開け具３００の上下動と回動機構６００の回転駆動とを連動させることが
出来る。
【００８５】
　また、本実施の形態の移植機１０では、１段目駆動スプロケット２５１ａと１段目従動
スプロケット２５１ｂの歯数が同じに設定されていると共に、第１チェーン６５１ｃの伝
動比よりも第２チェーン６５２ｃの伝動比の方が高く構成されている。これにより、同じ
歯数に設定したことで、第１伝動支持リンク６１０の回動による穴開け具３００の回転速
度の変化を抑えながら、伝動比を変えたことで、穴開け具３００を高い回転速度で回転さ
せることが出来、良好な穴開け作用を得ることが出来る。
【００８６】
　また、図７に示す通り、本実施の形態の移植機１０では、側面視で、回動カム駆動軸８
８の軸心とカウンタ軸６３０の軸心とを通る第１仮想直線（図７の第１中心線６３１を含
み、更に両側に伸びる直線である）よりも、伝動軸６４０が下側に位置した構成であるの
で、植付時において、即ち、穴開け具３００が下死点又は下死点近傍に来たときに、第２
伝動支持リンク６２０が右回りに回動するときの動きに比例して第２チェーン６５２ｃの
回転速度が上がる。
【００８７】
　即ち、更に具体的には、本実施の形態の移植機１０では、側面視で、回動カム駆動軸８
８の軸心とカウンタ軸６３０の軸心とを結ぶ第１中心線６３１と、カウンタ軸６３０の軸
心と伝動軸６４０の軸心とを結ぶ第２中心線６３２とのなす角度θ（図７参照）は、作動
軌跡１７を描いて上下動する穴開け具３００が下死点又は下死点の近傍に位置するときに
、最大となる構成である。これにより、穴開け具３００が下死点を通過するときに最も加
速されて、高い回転速度で回転させることが出来、更に良好な穴開け作用を得ることが出
来る。
【００８８】
　ここで、本実施の形態の回動カム駆動軸８８は、本発明の出力軸の一例であると共に、
本発明の第１揺動用部材を回動させる駆動軸の一例にあたる。また、本実施の形態のカウ
ンタ軸６３０は、本発明の中間伝動軸の一例にあたり、本実施の形態の伝動軸６４０は、
本発明の伝動軸の一例にあたる。また、本実施の形態の第１チェーン６５１ｃは、本発明
の第１無端体の一例にあたり、本実施の形態の第２チェーン６５２ｃは、本発明の第２無
端体の一例にあたる。また、本実施の形態の第１チェーン６５１ｃと第２チェーン６５２
ｃを包括する概念は、本発明の無端伝動部の一例にあたる。また、本実施の形態の第１中
心線６３１は、本発明の第１仮想直線上にあって、その上の２点で限られた部分の一例に
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あたり、また、本実施の形態の第２中心線６３２は、本発明の第２仮想線分の一例にあた
る。また、本実施の形態の「第１中心線６３１と第２中心線６３２とのなす角度θ」は、
本発明の「側面視で、前記中間伝動軸と前記伝動軸とを結ぶ第２仮想線分と、前記第１仮
想直線とのなす角度の内、前記出力軸と前記中間伝動軸と前記伝動軸との間の角度」の一
例にあたる。
【００８９】
　次に、植付装置駆動ケース２７の左側に突き出した回動カム駆動軸８８、及びその周辺
の構成について、図８を用いて更に詳細に説明する。図８は、図６のＢ部拡大模式図であ
る。
【００９０】
　図８に示す通り、回動カム駆動軸８８の先端部は、円筒状の伝動支持リンク保持部材６
１５に形成された貫通孔６１５ｃに挿入固定されている。伝動支持リンク保持部材６１５
は、先端側の外周縁部６１５ａにおいて、１段目駆動スプロケット６５１ａが一体形成さ
れ、外径が一段小さく形成された根本側の外周面６１５ｂにおいて、後述する揺動駆動カ
ム８４が挿入固定されている。
【００９１】
　また、伝動支持リンク保持部材６１５の先端側には、底面が貫通孔６１５ｃに連通し、
その貫通孔６１５ｃより大きな内径の凹部６１５ｄが形成されており、その凹部６１５ｄ
には軸受け部材６１６が挿入固定されている。そして、その軸受け部材６１６には、軸受
け部材６１６との摺動面を除く棒状部分の断面が四角形状を呈する伝動支持リンク連結ピ
ン６１７が、その中心軸を、回動カム駆動軸８８の軸心と同一として、且つ、回動カム駆
動軸８８の先端面８８ａに接触することなく回動自在に保持されている。そして、更にそ
の伝動支持リンク連結ピン６１７には、第１伝動支持リンク６１０の一端部６１０ａに形
成された、伝動支持リンク連結ピン６１７の四角形状の外周部と勘合する断面四角形状の
貫通孔を有する伝動支持リンク連結ボス６１７ａが嵌め込まれて締結部材により固定され
ている。
【００９２】
　上記の構成により、昇降機構５００を駆動する既存の回動カム駆動軸８８を交換するこ
となく、第１伝動支持リンク６１０に用いる回動可能な伝動支持リンク連結ピン６１７を
追加出来る。
【００９３】
　また、上記構成により、回動カム駆動軸８８が、穴開け具３００の回動用の駆動軸とし
て兼用出来るので、穴開け具の上下動と回転駆動とへの伝動機構が簡単になる。
【００９４】
　また、穴開け具３００の回動用としての１段目駆動スプロケット６５１ａと、穴開け具
３００の上下動用としての揺動駆動カム８４とを伝動支持リンク保持部材６１５により一
体化することで、植付動作と連動して、穴開け具３００を動かすことが出来る。つまり、
植付作業以外の例えば移動時において、穴開け具３００が回動することが無いので、安全
である。尚、本実施の形態の植付伝動ケース１０６は、本発明の伝動部の一例にあたる。
【００９５】
　尚、伝動支持リンク連結ピン６１７と伝動軸６４０との間には、引張スプリング１１０
２を設けている。この引張スプリング１１０２が、第１伝動支持リンク６１０と第２伝動
支持リンク６２０との間の前記角度θが小さくなる側に付勢する付勢装置となる。これに
より、穴開け具３００の下死点位置からの上動を助成することができる。また、引張スプ
リング１１０２により、後述する回動ローラー８７を揺動駆動カム８４に接触する側に付
勢しており、昇降機構５００により穴開け具３００を所望の作動軌跡で確実に作動させる
ことができる。尚、引張スプリング１１０２を後述する支柱固定台８００と穴開け具３０
０との間に設けることにより、引張スプリング１１０２により穴開け具３００を吊り下げ
た構成とし、穴開け具３００の下死点位置からの上動を助成する構成とすることもできる
。
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【００９６】
　次に、上述した植付装置駆動ケース２７の左側に突き出した回動カム駆動軸８８と同軸
であって、植付装置駆動ケース２７の右側の植付伝動ケース２６の右側に突き出した開閉
カム駆動軸７８８、及びその周辺の開閉アーム駆動機構７００の構成について、図９（ｂ
）、図９（ｂ）、図１０を用いて説明する。
【００９７】
　図９（ａ）は、ホッパー４００の開閉を行う為と共に、開閉のタイミングを調整可能と
した開閉アーム駆動機構７００の右側面図であり、図９（ｂ）は、開閉アーム駆動機構７
００の平面視の概略断面である。また、図１０は、開閉アーム駆動機構７００の開閉アー
ム７１０を除く、要部の分解斜視図である。
【００９８】
　図９（ａ）～図１０に示す通り、開閉カム駆動軸７８８の先端部には、丸孔７８８ａが
形成されており、その先端部が、略円柱状の開閉ボス７２０の中央部に形成された断面が
円形状の凹部７２１に挿入されて、根本側のねじ部７３１よりも径が小さい棒状ピン７３
２が丸孔７８８ａに挿入可能に形成された固定ねじ７３０を用いて、開閉カム駆動軸７８
８と開閉ボス７２０を固定する構成である。
【００９９】
　また、開閉ボス７２０の側面には、固定ねじ７３０のねじ部７３１と勘合するねじ溝が
内周面に形成されたタップ孔７２２が中央部の凹部７２１に向けて設けられており、円柱
形状の上面の中央部には、径の小さい円柱形状の案内突起７２３が形成されていると共に
、その上面において突起７２３の両側には、開閉カム７４０の取り付け位置（位相）を調
節可能にする外周面にねじが切られた位相調節ピン７２４がそれぞれ立設されている。
【０１００】
　また、開閉カム７４０には、案内突起７２３を回動可能に挿入する貫通孔７４１が形成
されていると共に、位相調節ピン７２４がそれぞれ挿入された状態で回動可能とするべく
、貫通孔７４１を中心とする円弧状の長孔７４２が形成されている。開閉ボス７２０の位
相調節ピン７２４、及び案内突起７２３を、開閉カム７４０の長孔７４２、及び貫通孔７
４１に挿入して、蝶ねじ７５０を位相調節ピン７２４に取り付けることにより、開閉カム
７４０が開閉ボス７２０に固定される構成である。
【０１０１】
　また、開閉ボス７２０の上面には、開閉カム７４０の長孔７４２を通して見える位置に
、複数のポンチマーク７２５が打刻されており、開閉カム７４０の組み付け時の位相を変
える際の目安になる。
【０１０２】
　一方、略三角形状の開閉アーム７１０は、図９（ａ）に示す通り、側面視で、略直角の
角部に連結された開閉アーム回動軸７１１により、機体側の開閉アームステイ７１３に回
動自在に保持されている。また、開閉アーム７１０の上部の角部には、ホッパー本体４２
０を所定のタイミングで開閉させるための開閉ロッド４３０の他端部４３０ｂが連結され
ている。また、開閉アーム７１０の残りの角部には、開閉ローラ７１２が回動自在に固定
されており、その開閉ローラ７１２の外周端面が開閉カム７４０の周縁部に常時接触して
いる。
【０１０３】
　上述した通り、本実施の形態では、昇降機構５００の駆動軸の一つである回動カム駆動
軸８８に、回動機構６００にエンジン１１からの駆動力を伝動する為の駆動軸としての機
能と、開閉カム駆動軸７８８としての機能とを兼ねさせたことで、穴開け具３００の上下
動と、回動機構６００の回転駆動と、更に、ホッパー本体４２０の開閉動作を、それぞれ
連動させて動作させる機構が簡単に実現出来る。
【０１０４】
　上記構成により、開閉カム駆動軸７８８が回動することで開閉カム７４０が回動し、開
閉アーム７１０の開閉ローラ７１２が、開閉カム７４０の周縁部に沿って回動することに
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より、開閉アーム７１０は、開閉アーム回動軸７１１を軸心として、矢印Ｃの方向に揺動
する。また、開閉カム駆動軸７８８は、穴開け具３００を上下動させる駆動軸の一つであ
る回動カム駆動軸８８と同一の軸であるので、穴開け具３００の上下動の動作と連動して
、ホッパー本体４２０を開閉させることが出来る。
【０１０５】
　また、開閉カム７４０の長孔７４２やポンチマーク７２５を利用することにより、回動
カム駆動軸８８と同一軸である開閉カム駆動軸７８８に固定された開閉ボス７２０に対す
る開閉カム７４０の取り付け位置（位相）を効率的に調節出来る。
【０１０６】
　また、ホッパー本体４２０を開閉させるタイミングを変更出来るので、植付株間の変更
に対応出来る。尚、機体の左右一方側（右側）に配置した位相調節ピン７２４及び円弧状
の長孔７４２等により、ホッパー４００の下部の開閉タイミングを調節する開閉タイミン
グ調節装置を構成している。
【０１０７】
　次に、穴開け具３００について、図１１、図１２を用いて更に説明する。
【０１０８】
　図１１（ａ）は、穴開け具３００の左側面概略断面図であり、図１１（ｂ）は、穴開け
具３００の背面概略断面図である。
【０１０９】
　尚、図１１（ａ）は、押圧部材３２０のドリル本体３１０への取り付け状態を示す為に
、押圧部材３２０を描いてあるが、図１１（ｂ）では、押圧部材３２０を省略した。また
、ドリル本体３１０は、ドリル保持部３３０に対して、回動可能に保持されているので、
図１１（ａ）では、押圧部材取り付け高さ調節板３１２が左右側面に平行に位置している
状態を示し、図１１（ｂ）では、押圧部材取り付け高さ調節板３１２が正面及び背面に平
行に位置している状態を示している。
【０１１０】
　図５を用いて説明した通り、穴開け具３００は、ドリル本体３１０と、押圧部材３２０
と、ドリル保持部３３０とから構成されている。
【０１１１】
　図１１（ａ）～図１２に示す通り、ドリル本体３１０は、中空状の先端部３１０ａと中
空状の胴部３１０ｂの内部に、中空パイプ３１１の略半分が挿入固定されており、残りの
略半分は、胴部３１０ｂから外部に露出させて構成されている。図１２は、穴開け具３０
０の構成を説明する概略斜視図である。
【０１１２】
　これにより、先端部が円錐状であり、それに続く胴部が円筒状としたことで、移植用穴
を形成するのに適したドリル形状を実現出来、ドリル本体３１０が中空構造であるので、
軽量化が図れる。
【０１１３】
　また、その露出した中空パイプ３１１の表面に、一対の押圧部材取り付け高さ調節板３
１２が軸対称の位置に固定されている。押圧部材取り付け高さ調節板３１２には、それぞ
れ取り付け孔３１２ａが縦方向に３個ずつ設けられている。
【０１１４】
　また、押圧部材３２０には、その中央部に貫通孔３２２が設けられており、その開口縁
部に一対の押圧部材固定具３２１が立設されている。押圧部材固定具３２１には、固定孔
３２１ａがそれぞれ１個ずつ形成されており、押圧部材３２０の貫通孔３２２にドリル本
体３１０が挿入された際、押圧部材取り付け高さ調節板３１２の表面に設けられた高さの
異なる３個の何れの取り付け孔３１２ａに対しても締結部材により取り付け可能に構成さ
れている。
【０１１５】
　これにより、押圧部材３２０はドリル本体３１０に対して取り付け高さが３段階に変更
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可能となる。即ち、穴の肩口の広さを変えられる。
【０１１６】
　次に、ドリル保持部３３０について、図１１（ａ）～図１２を参照しながら説明する。
【０１１７】
　ドリル保持部３３０は、ドリル本体３１０を回動可能に保持するドリルステイ３４０と
、穴開け具３００と昇降機構５００を連結する穴開け具連結ガイド３５０と、ベベルギア
装置６６０と、ベベルギア装置６６０の入力軸としての伝動軸６４０を開口部３６１に挿
入してベベルギア装置６６０を固定した状態で、ドリル保持部３３０の上部に固定される
ベベルステイ３６０とを備えている。
【０１１８】
　即ち、ドリルステイ３４０は、平面視で四角形の盆状部材３４１であり、その中央部を
貫通する上下開放の円筒状のドリル保持リング３４２が設けられており、盆状部材３４１
の対向する縁部には先端側にそれぞれ１つの貫通孔３４３ａが形成された凸部３４３が２
つずつ設けられている。また、それぞれの凸部３４３の根本部には、凹部３４４が２つ設
けられている。ドリル保持リング３４２の内部において、ドリル本体３１０から露出した
中空パイプ３１１が回動自在に保持される構成である。
【０１１９】
　また、穴開け具連結ガイド３５０は、平面視で四角形状の箱状部材であり、底面が無く
上面に円形の開口部３５１が設けられている。また、穴開け具連結ガイド３５０の左側壁
３５２には、後述する昇降機構５００の上下揺動に用いる回動上軸９５と回動下軸９６（
図１３参照）が設けられており、右側壁３５３には、後述する昇降機構５００の上下揺動
に用いる右回動下軸９７ａ（図１５参照）が設けられている。また、前側壁及び後側壁３
５４には、それぞれ２個のボルト３５４ａが突き出して固定されている。
【０１２０】
　ベベルギア装置６６０は、ベベルケース６６１の内部に、入力軸としての伝動軸６４０
上に固定された第１ベベルギア６６２と、出力軸としてのベベルシャフト６６４の上端に
固定された第２ベベルギア６６３とを、相互に噛み合わせて回動自在に保持しており、伝
動軸６４０の軸心とベベルシャフト６６４の軸心が直交配置されている。
【０１２１】
　ベベルステイ３６０は、平面視で略コの字状の板状部材であって、コの字の対向する両
辺３６２にそれぞれ２個の貫通孔３６２ａが設けられている。また、コの字の両辺３６２
の間の中辺３６３には、ベベルギア装置６６０の入力軸としての伝動軸６４０を挿入する
開口部３６１が形成されており、その上方にはベベルケース６６１を固定する締結部材を
挿入する貫通孔３６３ａが形成されている。ベベルステイ３６０は、ベベルギア装置６６
０を固定すると共に、ベベルケース６６１の入力軸側の蓋を兼ねている。
【０１２２】
　以上の構成において、押圧部材３２０の固定されたドリル本体３１０が中空パイプ３１
１を介して回動自在に保持されたドリルステイ３４０の上に、穴開け具連結ガイド３５０
が配置されて、穴開け具連結ガイド３５０に設けられたボルト３５４ａが、ドリルステイ
３４０側に設けられた凹部３４４に挿入された状態で、両者はナット等の締結部材により
固定される。更に、その上部に、ベベルギア装置６６０が固定されたベベルステイ３６０
が配置され、ベベルシャフト６６４がドリル本体３１０から露出した中空パイプ３１１の
上端部と連結されて、ベベルステイ３６０に設けられた貫通孔３６２ａと、ドリルステイ
３４０に設けられた貫通孔３４３ａとを利用して、ボルトとナット等によりこれらが確実
に固定される。
【０１２３】
　上記の通り、ベベルステイ３６０と、ベベルギア装置６６０と、ドリルステイ３４０を
それぞれ個別に構成することで、従来装置において植付具を昇降機構と連結する際に使用
されていた連結ガイドをそのまま、本実施の形態における穴開け具３００を昇降機構５０
０に連結する際に使用する穴開け具連結ガイド３５０として使用出来るので、後付可能な
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構成となる。
【０１２４】
　尚、水タンク（図示省略）に連結されたホース（図示省略）を、ロータリーバルブ（図
示省略）を介してベベルケース６６１内部に挿入し、更に、内部が中空のベベルシャフト
（図１１（ｂ）の符号６６４）を通して、中空パイプ３１１の内部に水を送り、ドリル本
体３１０の胴部３１０ｂの下部側面に設けられた孔（図示省略）から外部に水を放出する
構成であっても良い。
【０１２５】
　これにより、胴部３１０ｂから水を放出しながら穴開け作業が行えるので、移植用穴の
内壁面に水を塗り込められるので、乾いた圃場でも移植用穴を確実に形成出来る。
【０１２６】
　また、水タンクからの水の供給経路は上記と同じで、ドリル本体３１０の先端部３１０
ａに孔を設けて、送水を間欠に行えば、灌水装置としても使用出来る。
【０１２７】
　次に、昇降機構５００の基本構成例を中心として、その詳細な構成および動作について
、図１３～図１５を用いて更に説明する。
【０１２８】
　図１３は、昇降機構５００の左側面図であり、図１４及び図１５は、それぞれ昇降機構
５００の、左前方から見た斜視図および右後方から見た斜視図である。尚、図１４、図１
５では、回動機構６００の図示を省略した。
【０１２９】
　本実施の形態の昇降機構５００は、植付装置駆動ケース２７の左側において、上端が揺
動カム駆動軸８８に回動自在に枢支され、下端が下前軸９１にて回動自在に連結支持板９
４に連結された前揺動アーム８０と、植付装置駆動ケース２７を基準に回動自在な回動支
点軸となる上後軸９０（図１４参照）に上端が固定され、下端が下後軸９３にて回動自在
に連結支持板９４に連結されて、前揺動アーム８０と前後に平行に設けられた左後揺動ア
ーム８１を備える。また、上後軸９０は、他端が植付装置駆動ケース２７の右側へ突出し
ており、植付装置駆動ケース２７の右側において、右後揺動アーム９９の上端が固定され
ている（図１５参照）。なお、前揺動アーム８０、左後揺動アーム８１及び右後揺動アー
ム９９は、前後方向へ揺動する第１揺動リンク（前後揺動リンク）となる。また、下後軸
９３及び連結支持板９４が、前後揺動リンクの揺動先端側を連結した連結部となる。
【０１３０】
　植付装置駆動ケース２７は、植付伝動ケース２６から出力される動力を伝達し、左側に
突出して設けた揺動カム駆動軸８８、および植付装置駆動ケース２７を貫通して左右両側
に突出して設けた上下揺動用駆動軸（駆動軸）となるクランクアーム駆動軸８９を駆動す
る。
【０１３１】
　また、連結支持板９４の上軸９２と下後軸９３に前端がそれぞれ回動自在に枢支され、
後端がそれぞれ穴開け具３００の穴開け具連結ガイド３５０の左側壁に設けられた回動上
軸９５と回動下軸９６に回動自在に連結された平行な上アーム８２および左アーム８３を
備える。植付装置駆動ケース２７の右側には、右後揺動アーム９９の下端部分に前端が回
動自在に枢支され、後端が穴開け具３００の穴開け具連結ガイド３５０の右側壁に設けら
れた右回動下軸９７ａに回動自在に連結された右アーム９７を備える。なお、上アーム８
２、左アーム８３および右アーム９７は、上下方向へ揺動する第２揺動リンク（上下揺動
リンク）となる。
【０１３２】
　右アーム９７は、左アーム８３と平行に配置され、左アーム８３および右アーム９７に
両端がそれぞれ回動自在に枢支された左右連結棒９８によって、左アーム８３と連結され
ている。
【０１３３】
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　植付装置駆動ケース２７から右側に突出して設けたクランクアーム駆動軸８９に基部が
固着されて回転するクランクアーム８５と、クランクアーム８５の先端に設けた回動連結
軸１０６に回動自在に一端が枢支され、他端が左右連結棒９８の途中部分に連結された連
結アーム８６を備える。左右連結棒９８は、連結アーム８６に対して回動自在に連結され
ている。なお、クランクアーム８５は第２揺動用部材（上下揺動用部材、駆動部材）とな
る。
【０１３４】
　また、連結アーム８６は、ドリル本体３１０の引きずりを減らす為に、第２揺動リンク
による上下方向への揺動を増やした際に、他の部材（例えば、左右連結棒９８）との干渉
を避ける為に、湾曲させて構成されている（図５、図１５参照）。
【０１３５】
　また、植付装置駆動ケース２７から左側に突出して設けた揺動カム駆動軸８８に固定さ
れて回転する揺動駆動カム８４を備え、揺動駆動カム８４の周縁部に接触するべく、左後
揺動アーム８１の上後軸９０寄りの途中部分に回動自在に回動ローラー８７が設けられて
いる。なお、揺動駆動カム８４は第１揺動用部材（前後揺動用部材）となる。
【０１３６】
　尚、揺動駆動カム８４の外形をふくらませることにより、ドリル本体３１０の引きずり
を減らすことが出来、例えば、株間を広くする場合等に有効である。
【０１３７】
　また、植付伝動ケース２６に設けられた支持ピンと左後揺動アーム８１の下端部との間
に設けられて、前揺動アーム８０および左後揺動アーム８１を機体前方に向けて付勢し、
揺動駆動カム８４と回動ローラー８７を当接させる引張バネ１６７（図５参照）を備えて
いる。
【０１３８】
　この構成により、昇降機構５０は、植付動作時において、タバコ苗移植機１０の走行が
停止していると仮定したときの作動軌跡（静軌跡）として、穴開け具３００の先端が作動
軌跡１７を描く如く動作する。
【０１３９】
　次に、昇降機構５００の動作について説明する。
【０１４０】
　図１６（ａ）～図１６（ｄ）は、植付動作中の孔開け作業の際の、昇降機構５００に連
結されて移動する穴開け具３００の各位置における側面図を示している。図１６（ａ）は
、上死点における側面図を示し、図１６（ｃ）は、下死点における側面図を示している。
図１６（ｂ）は、上死点から下死点に向けて下降している際の側面図を示し、図１６（ｄ
）は、下死点から上死点に向けて上昇している際の側面図を示している。
【０１４１】
　揺動カム駆動軸８８が回転することにより、揺動カム駆動軸８８に固定されている揺動
駆動カム８４は揺動カム駆動軸８８とともに回動し、揺動駆動カム８４と当接する回動ロ
ーラー８７を介して左後揺動アーム８１および前揺動アーム８０が前後に揺動する。この
とき、上後軸９０を介して左後揺動アーム８１と連結している右後揺動アーム９９も、左
後揺動アーム８１とともに前後に揺動する。
【０１４２】
　一方、クランクアーム駆動軸８９が回転することにより、クランクアーム駆動軸８９に
固定されているクランクアーム８５がクランクアーム駆動軸８９とともに回動し、連結ア
ーム８６および左右連結棒９８を介して左アーム８３および右アーム９７が上下に揺動し
、左アーム８３とともに上アーム８２も上下に揺動する。
【０１４３】
　したがって、前揺動アーム８０、左後揺動アーム８１および右後揺動アーム９９と、上
アーム８２、左アーム８３および右アーム９７は、いずれも平行リンク機構であるから、
上アーム８２、左アーム８３および右アーム９７と回動自在に連結されている穴開け具３
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００は、その先端部３１０ａが垂直下方向を向いた姿勢を維持してその下端が作動軌跡１
７を描いて作動し、ドリル本体３１０及び押圧部材３２０が回動しながら先端部３１０ａ
から土中に突入して適正な姿勢で畝Ｕに確実に植付用穴を形成することが出来る。
【０１４４】
　なお、昇降機構５００は、図１３に示す通り、穴開け具３００において、左アーム８３
が連結する回動下軸９６の位置を、上アーム８２が連結する回動上軸９５よりも前方に配
置している。
【０１４５】
　回動下軸９６を回動上軸９５よりも前方に配置したことにより、穴開け具３００が下降
した際に、上アーム８２と左アーム８３との間隔が狭まるのを抑制できる。
【０１４６】
　この構成により、穴開け具３００が下死点付近にあるとき、上アーム８２と左アーム８
３との間隔を広く維持できるので、穴開け作業においてガタつきがなく安定した穴開け作
業が行える。尚、昇降機構５００による穴開け具３００の作動軌跡は、ホッパー４００と
干渉しない構成となっている。
【０１４７】
　また、植付伝動ケース２６内には、所定の位相で停止する植付クラッチと、植付クラッ
チを伝動状態に切り替えるクラッチ操作機構と、走行系の伝動に対応して後輪１４が所定
の回転量回転する度にクラッチ操作機構を操作する株間変更装置とを設けた公知の構成で
ある。株間変更装置は、複数対のギヤのうち伝動するギヤを切り替えることにより、走行
伝動に対してクラッチ操作機構が作動する作動周期を変更する公知の構成である。従って
、植付クラッチからの伝動により駆動する回動カム駆動軸８８及びクランクアーム駆動軸
８９は、後輪１４が所定の回転量回転する度に１回転する構成となっており、１回転の駆
動と駆動停止とを繰り返す。よって、穴開け具３００が昇降機構５００により間欠的に上
下動し、株間変更装置により昇降機構５００が停止する間隔（後輪の回転量に対応する昇
降機構５００の作動周期）を変更して間欠植付が行える構成である。株間変更装置のギヤ
の伝動の切替は、植付伝動ケース２６の右側面から右側に突出する株間変更レバー１１０
３の操作により行う構成となっている。株間変更レバー１１０３は、左右にスライド操作
する構成となっており、機体側面視で開閉カム駆動軸７８８及び開閉カム７４０の下方近
傍に位置している。尚、株間変更レバー１１０３が、株間変更装置の調節操作により植付
株間を調節する株間調節装置となる。
【０１４８】
　尚、株間変更装置により、後輪の回転量に対応する昇降機構５００の作動周期を最も短
くなる状態（植付株間が最も狭くなる状態）に切り替えても、穴開け具３００が形成する
複数の移植穴の配列ピッチである植付株間よりも、穴開け具３００の前後中心とホッパー
４００の前後中心との前後方向の距離が短い構成となっている。尚、穴開け具３００の前
後中心とホッパー４００の前後中心との前後方向の距離が、株間変更装置による調節範囲
における最短の植付株間よりも大きく、株間変更装置による調節範囲における最長の植付
株間よりも小さくなる構成としてもよい。
【０１４９】
　尚、上記実施の形態では、平面視で、第１伝動支持リンク６１０と第２伝動支持リンク
６２０の間に、第１チェーン６５１ｃと第２チェーン６５２ｃを配置する構成について説
明したが、これに限らず例えば、平面視で、第１伝動支持リンク６１０を、第１チェーン
６５１ｃの右側又は左側の何れに配置しても良いし、第２伝動支持リンク６２０を、第２
チェーン６５２ｃの右側又は左側の何れに配置しても良い。
【０１５０】
　また、上記実施の形態では、平面視で、第１伝動支持リンク６１０と第２伝動支持リン
ク６２０の間に、第１チェーン６５１ｃと第２チェーン６５２ｃを配置する構成について
説明したが、これに限らず例えば、第１チェーン６５１ｃと第２チェーン６５２ｃの内、
少なくとも何れか一方にチェーンを覆うチェーンカバーを設ける構成であっても良い。
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【０１５１】
　また、上記実施の形態では、第１チェーン６５１ｃの伝動比よりも第２チェーン６５２
ｃの伝動比の方を高くした構成について説明した。これを実現する構成としては、２段目
駆動スプロケット２５２ａと２段目従動スプロケット２５２ｂの間で歯数を変える構成に
限らず例えば、２段目駆動スプロケット２５２ａを組み替え式とし、第２チェーン６５２
ｃと共に交換することで、ドリル本体３１０の回転速度を変える構成としても良い。
【０１５２】
　また、上記回動機構６００において、第１チェーン６５１ｃ、第２チェーン６５２ｃの
それぞれにアームとローラで構成されたチェーンテンショナーを設けることにより、コマ
飛びを防止する構成であっても良い。また、２段目駆動スプロケット２５２ａを組み替え
式とした構成において、このチェーンテンショナーを採用することで、チェーンのたるみ
を確実に吸収出来るので、第２チェーン６５２ｃを交換する必要が無い。
【０１５３】
　尚、ここで、ドリル本体３１０の回転速度を変更する構成例について、図１７を参照し
ながら説明する。
【０１５４】
　図１７は、図６で説明した構成とは別の第２段目駆動スプロケット及び第２段目従動ス
プロケットの構成を説明する概略図である。図６と同じ構成には同じ符号を付しその説明
を省略した。
【０１５５】
　図１７に示す通り、別のカウンタ軸１６３０には軸径がその両側よりも太く形成された
ボス部１６３１が設けられており、そのボス部１６３１にはタップ孔１６３１ａが形成さ
れている。別のカウンタ軸１６３０には、ボス部１６３１の両側の内、第２伝動支持リン
ク６２０側に２段目駆動小径スプロケット１６５２ａが遊嵌されていると共に、第１伝動
支持リンク６１０側に、２段目駆動小径スプロケット１６５２ａより歯数の多い２段目駆
動大径スプロケット２６５２ａが遊嵌されている。また、２段目駆動小径スプロケット１
６５２ａ、及び２段目駆動大径スプロケット２６５２ａには、ボス部１６３１のタップ孔
１６３１ａに対応する位置に、ボルト１６３１ｂを挿入する為の貫通孔１６５２ｈ、２６
５２ｈが形成されている。
【０１５６】
　一方、伝動軸６４０には、第２段目駆動小径スプロケット１６５２ａから、小径用第２
チェーン１６５２ｃを介して駆動力が伝動される小径対応スプロケット１６５２ｂと、第
２段目駆動大径スプロケット２６５２ａから、大径用第２チェーン２６５２ｃを介して駆
動力が伝動される大径対応スプロケット２６５２ｂがそれぞれ固定されている。
【０１５７】
　上記構成により、第２段目駆動小径スプロケット１６５２ａ、又は第２段目駆動大径ス
プロケット２６５２ａをボス部１６３１にボルト１６３１ｂで固定することにより、ドリ
ル本体３１０の回転速度の切替が容易に行える。
【０１５８】
　また、図１７では、ボルト１６３１ｂを用いた構成例を説明したが、これに限らず例え
ば、ボス部１６３１と、第２段目駆動小径スプロケット１６５２ａ、又は第２段目駆動大
径スプロケット２６５２ａとの固定を、ピンにすることで工具を用いないでも、ドリル本
体３１０の回転速度の切替が容易に行える。
【０１５９】
　また、穴開け具３００が昇降機構５００の作動により土中に突入する位置の左右両側方
には、圃場面に敷設されたマルチフィルムを押さえるマルチフィルム押さえ体１１０４を
左右各々設けている。この左右のマルチフィルム押さえ体１１０４は、前後方向に延びる
棒材により構成され、前方に位置する左右方向の回動支点軸を中心に上下に自由に回動す
る押さえ体支持アーム１１０５の後部の押さえ体取付プレート１１０６の下側に取付ボル
ト１１０７により固着され、自重によりマルチフィルムを上方から押さえる構成となって
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いる。尚、押さえ体支持アーム１１０５の後部には、該押さえ体支持アーム１１０５の上
下回動を案内する上下方向の案内ロッド１１０８が連結されている。マルチフィルム押さ
え体１１０４の前端部は、上側へ向けて屈曲している。また、マルチフィルム押さえ体１
１０４の後端部は、穴開け具３００側となる左右方向内側へ向けて屈曲している。マルチ
フィルム押さえ体１１０４は、穴開け具３００が下動して土中に突入する位置から上動し
て土中から退出する位置にわたって前後に長く構成されている。尚、植付伝動ケース２６
又は植付装置駆動ケース２７からの駆動により、案内ロッドを上下動させる構成とし、穴
開け具３００が土中に突入する動作に合わせてマルチフィルム押さえ体１１０４を下動さ
せ、マルチフィルムを押さえる構成としてもよい。
【０１６０】
　尚、押さえ体取付プレート１１０６の前端部をマルチフィルム押さえ体１１０４に合わ
せて上側へ屈曲させた構成としてもよい。また、異なる構成として、左右のマルチフィル
ム押さえ体１１０４を押さえ体取付プレート１１０６に対して左右方向に回動自在に取り
付け、左右のマルチフィルム押さえ体１１０４の間に押さえ体用引張スプリング１１０９
を設け左右のマルチフィルム押さえ体１１０４が左右方向内側に付勢される構成としても
よい。これにより、左右のマルチフィルム押さえ体１１０４を穴開け具３００の近くに位
置させることができ、穴開け具３００が孔を開ける部分のマルチフィルムを的確に押さえ
ることができると共に、マルチフィルム押さえ体１１０４を穴開け具３００に接触させて
穴開け具３００の外周に付着する土を落とすことができる。尚、左右のマルチフィルム押
さえ体１１０４が所定位置を超えて左右方向内側へ回動することを規制するボルト等の位
置調節可能な回動規制部材１１１０を設け、マルチフィルムの押さえ状況によってかえっ
てマルチフィルムが破れないよう回動規制部材１１１０による規制位置を調節し、マルチ
フィルムの状況に応じてマルチフィルム押さえ体１１０４が適切にマルチフィルムを押さ
える構成としてもよい。更には、押さえ体支持アーム１１０５に接地ローラ１１１１を設
け、マルチフィルム押さえ体１１０４が円滑に且つ的確に圃場面に接地する構成としても
よい。また、穴開け具３００の外周に付着する土を落とすスクレーパ板１１１２を、マル
チフィルム押さえ体１１０４に設けてもよい。
【０１６１】
　尚、上記実施の形態で説明した供給回転台３２の高さを決める支柱３９の機体側への取
り付け構造について、図１８を用いて更に説明する。
【０１６２】
　図１８は、支柱３９の機体側への取り付け構造を説明する為の概略左側面図であり、説
明に必要な要部を示した。
【０１６３】
　図１８に示す通り、植付伝動ケース２６及び植付装置駆動ケース２７の上面に、支柱３
９を機体の後方で且つ上方の位置に固定する為の支柱固定台８００が、ボルトで固定され
ている。また、支柱固定台８００は、高さ及び後方へのスライド調節が可能であると共に
、図９（ａ）で説明した開閉アーム回動軸７１１を回動自在に支持する開閉アームステイ
７１３も一体化して構成されている。
【０１６４】
　これにより、支柱固定台８００の高さの調節或いは後方へのスライド調節により、供給
回転台３２の取り付け位置を高くして、シューター９００による落下高さを確保すること
が出来る。
【０１６５】
　また、上記実施の形態では、作業者が苗を入れる供給カップ３３の内部がほぼ円筒状の
空間である構成について説明したが、これに限らず例えば、供給カップ３３の内容積に対
して、苗のサイズが小さい場合に、供給カップ３３内で苗が転ぶのを防止するべく、供給
カップ３３の内容積を狭める為の板状部材を供給カップ３３の開口部から内部に斜めに挿
入し、供給カップ３３の開口縁部から下方外側に向けて湾曲した板状部材の先端部を、供
給カップ３３の外周面に向けてボルトで固定する構成であっても良い。
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【０１６６】
　また、上記実施の形態では、ドリル本体３１０の高さは、任意のタイミングで変更出来
ない構成であったが、これに限らず例えば、図１９に示す通り、ドリル本体３１０を２重
構造としても良い。図１９（ａ）は、第２のドリル本体１３１０を構成する各部の概略斜
視図であり、図１９（ｂ）は、第２のドリル本体１３１０の構成を示す概略断面図である
。
【０１６７】
　図１９（ａ）、図１９（ｂ）に示す通り、第２のドリル本体１３１０は、ドリルアウタ
ー１３１１と、その内部に収納され、上下摺動自在に配置されたドリルインナー１３１２
と、ドリルインナー１３１２を任意のタイミングで伸縮させるタイミングケーブル１３１
３と、タイミングケーブル１３１３をスライド自在に保持するケーブルスリーブ１３１４
と、ケーブルスリーブ１３１４をドリルアウター１３１１の所定位置に連結する連結部１
３１５ａを備えた連結ピン１３１５と、タイミングケーブル１３１３が伸びる方向の力を
常時付与するべく、ドリルインナー１３１２に形成された長穴１３１２ａの底面１３１２
ｂと連結ピン１３１５との間に配置された圧縮スプリング１３１６とから構成されている
。また、ドリルインナー１３１２の底面に形成された開口１３１２ｃには、タイミングケ
ーブル１３１３が貫通しており、その先端には、開口１３２ｃのサイズよりも大きなサイ
ズのストッパー部材１３１３ａが固定されている。
【０１６８】
　図１９に示す構成により、任意のタイミングでタイミングケーブル１３１３を引けば、
ドリルアウター１３１１がその任意のタイミングで伸ばすことが出来る。これにより、穴
を掘る時のみドリルアウター１３１１を伸ばし、それ以外は、縮めておけば、ドリル本体
の先端を引きずってマルチを破ることが防止出来る。また、この場合、タイミングケーブ
ル１３１３の伸縮を、穴開け動作に同期させて、自動で行う構成が好ましい。
【０１６９】
　また、上記各実施の形態では、本発明の移植対象物としてタバコ苗を例に説明したが、
本発明の移植機は、タバコ苗以外の移植対象物を植え付ける移植機としても適用できる。
例えば、種芋や植付装置を利用する苗株用の移植機としても適用できる。
【０１７０】
　また、上記実施の形態では、図７に示す通り、穴開け具３００の上下動の動作範囲に亘
って、側面視で、１段目駆動スプロケット２５１ａの軸心としての伝動支持リンク連結ピ
ン６１７（回動カム駆動軸８８）と、カウンタ軸６３０の軸心とを結ぶ第１中心線６３１
を一部に含む第１仮想直線よりも、伝動軸６４０が下側に位置し、且つ、側面視で、伝動
支持リンク連結ピン６１７の軸心とカウンタ軸６３０の軸心とを結ぶ第１中心線６３１と
、カウンタ軸６３０の軸心と伝動軸６４０の軸心とを結ぶ第２中心線６３２とのなす角度
θ（図７参照）は、作動軌跡１７を描いて上下動する穴開け具３００が下死点又は下死点
の近傍に位置するときに、最大となる構成について説明した。しかし、これに限らず例え
ば、図２０に示す通り、穴開け具３００の上下動の動作範囲に亘って、側面視で、１段目
駆動スプロケット２５１ａの軸心としての伝動支持リンク連結ピン６１７と、カウンタ軸
６３０の軸心とを結ぶ第１中心線６３１を一部に含む第１仮想直線３６３１よりも、伝動
軸６４０が上側に位置し、且つ、側面視で、伝動支持リンク連結ピン６１７の軸心とカウ
ンタ軸６３０の軸心とを結ぶ第１中心線６３１と、カウンタ軸６３０の軸心と伝動軸６４
０の軸心とを結ぶ第２中心線６３２とのなす第２の角度θ’（図２０参照）は、作動軌跡
１７を描いて上下動する穴開け具３００が下死点又は下死点の近傍に位置するときに、最
大（図２０のθ’ｍａｘ参照）となる構成であっても良い。ここで、図２０は、図７で説
明した回動機構６００の変形例としての第２の回動機構６００’の構成を模式的に表した
概略左側面図である。この構成によっても、図７で説明した構成と同様の効果を発揮する
。尚、図２０において、図７と基本的に同じ構成には同じ符号を付した。
【産業上の利用可能性】
【０１７１】
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　本発明にかかる移植機は、比較的深い移植穴を確実に形成することができるので、タバ
コ苗等の移植対象物を植え付ける移植機などに適用でき、産業上の利用可能性が高い。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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【図１９】 【図２０】

【図２１】 【図２２】
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